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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月16日(2017.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被培養物を含む培養液を収容して被培養物を培養する培養袋であって、
　一方向に対向する一対の主面フィルム本体を含む主面フィルムと、
　前記一対の主面フィルム本体の間で、前記一方向に交差する他方向に対向して配置され
た一対の他面フィルム本体と、
を備え、
　主面フィルム本体の周縁と他面フィルム本体の周縁とが接合されて第１シール領域が形
成され、
　主面フィルム同士が接合されて第２シール領域が形成され、
　一方の他面フィルム本体の周縁のうちの、一方の主面フィルム本体と接合された第１部
分と他方の主面フィルム本体と接合された第２部分との境界となる境界部分に沿って、前
記一方の他面フィルム本体を折り畳んだときに、前記第１部分と前記第２部分との重なり
合う位置に、前記第１部分と前記第２部分とを固定する固定領域が設けられている、培養
袋。
【請求項２】
　前記第１部分と前記第２部分とを接合する接合材料によって、前記固定領域が形成され
ている、請求項１に記載の培養袋。
【請求項３】
　前記第１部分に孔が形成され、
　前記境界部分に沿って前記一方の他面フィルム本体を折り畳んだときに前記第１部分に
設けられた孔と重なり合う前記第２部分の位置に、孔が形成され、
　前記接合材料は、前記第１部分に形成された孔と、前記第２部分に形成された孔とに、
充填されている、請求項２に記載の培養袋。
【請求項４】
　前記第１部分と接合された前記一方の主面フィルム本体の部分と、前記第２部分と接合
された前記他方の主面フィルム本体の部分と、に亘って貼り付けられた接合テープによっ
て前記第１部分と前記第２部分とが互いに固定され、前記固定領域が規定されている、請
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求項１に記載の培養袋。
【請求項５】
　前記第１部分と接合された前記一方の主面フィルム本体の部分と、前記第２部分と接合
された前記他方の主面フィルム本体の部分と、を挟持するクリップ部材によって前記第１
部分と前記第２部分とが互いに固定され、前記固定領域が規定されている、請求項１に記
載の培養袋。
【請求項６】
　前記固定領域は、前記境界部分から前記他方向にずれた位置に配置されている、請求項
１乃至５のいずれか一項に記載の培養袋。
【請求項７】
　被培養物を含む培養液を収容して被培養物を培養する培養袋であって、
　一方向に対向する一対の主面フィルム本体を有する主面フィルムと、
　前記一対の主面フィルム本体の間で、前記一方向に交差する他方向に対向して配置され
た一対の他面フィルム本体と、
を備え、
　主面フィルム本体の周縁と他面フィルム本体の周縁とが接合されて第１シール領域が形
成され、
　主面フィルム同士が接合されて第２シール領域が形成され、
　一方の主面フィルム本体の第１シール領域及び第２シール領域をなす部分以外の部分と
、一方の他面フィルム本体の第１シール領域をなす部分以外の部分と、が重なる位置に、
前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体とを固定する固定領域が設け
られていて、
　前記固定領域は、前記一方の他面フィルム本体の周縁のうちの、前記一方の主面フィル
ム本体と接合された第１部分と他方の主面フィルム本体と接合された第２部分との境界と
なる境界部分よりも袋内方に位置している、培養袋。
【請求項８】
　前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体とが接合されることにより
、前記固定領域が形成されている、請求項７に記載の培養袋。
【請求項９】
　前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体との間に追加フィルム片が
配置されていて、
　前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体と共に前記追加フィルム片
が接合されることにより、前記固定領域が形成されている、請求項８に記載の培養袋。
【請求項１０】
　被培養物を含む培養液を収容して被培養物を培養する培養袋であって、
　一方向に対向する一対の主面フィルム本体を含む主面フィルムと、
　前記一対の主面フィルム本体の間で、前記一方向に交差する他方向に対向して配置され
た一対の他面フィルム本体と、
を備え、
　主面フィルム本体の周縁と他面フィルム本体の周縁とが接合されて第１シール領域が形
成され、
　主面フィルム同士が接合されて第２シール領域が形成され、
　一対の主面フィルム本体の第１シール領域及び第２シール領域をなす部分以外の部分が
互いに重なる位置に、当該一対の主面フィルム本体を互いに固定する固定領域が設けられ
ていて、
　前記固定領域は、一方の主面フィルム本体の周縁のうちの、他方の主面フィルム本体と
接合された第３部分と一方の他面フィルム本体と接合された第４部分との境界となる境界
部分よりも袋内方に位置している、培養袋。
【請求項１１】
　前記一対の主面フィルム本体の互いに重なる部分が接合されることにより、前記固定領
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域が形成されている、請求項１０に記載の培養袋。
【請求項１２】
　前記一対の主面フィルム本体の互いに重なる部分の間に追加フィルム片が配置されてい
て、
　前記一対の主面フィルム本体の互いに重なる部分と共に前記追加フィルム片が接合され
ることにより、前記固定領域が形成されている、請求項１１に記載の培養袋。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の培養袋を有する培養装置を用いて被培養物を
培養する培養方法であって、
　前記培養袋内に加圧状態で培養液を注入する工程と、
　前記培養袋内にエアーを供給し前記培養袋内を加圧状態にして被培養物を培養する工程
と、
を備える、培養方法。
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